
倫理的同の構造

『全体性 と無限』において

森 秀 樹

レヴ ィナス はその主著 『全体性 と無限』 にお いて、存 在論 を他 に対 する暴力 である

と批判 し、絶対 的他 との関係 である形而上学 に依拠 して存在論 を克服 しようとす る。

そ して、彼 は この絶対 的他 を他者 への関係 と見 な し、他者への 関係 である倫理 として

形而上 学 を具体化 しようとす る。 しか し、存在 論 の克服 をめ ざす形而 上学 は存在論 を

排 除す る ことにな り、結局 は具体 的 な他者 との倫理 的関係す ら疎外 して しまう。存在

論 は他 者 に対す る暴 力の源泉 である に して も、 同時に、他者へ と関わる可能性の条件

ともなってい るのでは ない か。する と、倫理 は 、超越 に基づい て暴力 を排 除す る形 而

上学 として達成 されるので はな く、む しろ反対 に、存在 論の内 に とどまる ことに よっ

てのみ可能 となるので はないか。

第一章 形而上学による存在論批判

レヴ ィナス によれ ば 「西洋哲学 はほとん どたい てい存在論 、すなわち 、…他(1'au鵬)

を同(lememe)へ と還 元す るこ とであった」(33)(37)(1)。しか し、彼 は、同へ の還元

は他か ら他性 を奪 い取 る暴力 であ ると考 え、 「存在 論 は権力の哲学 であ る。 この第一

哲 学は同 を問 いに付 す ことが な く、不 正の哲学 である」(38)と 批判す る。す る と、他

を他 と して、 同か らの超越 として、思惟 する場 が必要 となる。彼 は これ を形而上 学 と

呼ぶ(15,21,27)。 そ して さらに、彼 に よれば、存在論 は真 理 に依拠 してい るが、 この

真 理 自身が他 との関係 に基 づいてい る。 か くして、彼 は存在論 と形而上学 、同 と他の

関係 を逆転 させ なけれ ば ならない と し(38)、 「形而上学 は存在論 に先行 する」(33)と

主張する に至 る。

レヴィナス の存在 論批判 の趣 旨 は、他 を同へ と還元す るこ とが暴 力で ある とい うこ
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とで あったが 、 この命題 その もの は他 とい う概 念 を分析 した もの で しかない。そ れゆ

え、 この批判 で彼が何 を意 函 しているのか は、 彼が 同や他 を どの ように規 定 している

か に依存す る ことになる。 さて、彼 によれ ば、 同の同一性 とは同語反復 の同一 性では

ない(26)。 む しろ、同 はそ れ自身すで に相対 的他 との関係 を前 提 としてい る。 「世界

は未知の ものであ り、敵意 を持 った もので あるか ら、当然 なが ら、 自己を変化 させ る

[他なる もの とする](alterer)。 しか し、世 界 と自己の 間の真 の、そ して 、元来 の

関係 は世界 の内での滞在 と して生 じる。そ して、 この関係 において 、 自己は まさに最

も同たる もの と してあ らわ になる。世界 の 「他」に対す る 自己の様式 は滞 在するこ と、

す なわち、世界 の 内 にあって も、 自己の もとにあ る[我 が家 にいる](chezsoi)と

い う仕方 で、世界 の内 に存在 しつつ、 自己同定 する ことにある」(26)(27)。つ ま り、同

とはまずあ らゆる存在者の 背後 にそれ らを統合す る世界の全体性 を見 出す ことであ り、

そ して、それ にもま して、全体性 のあ らゆる変 化 を も貫 いて、一つ の全体性 を維持 し

ようとす る ことで ある。それ ゆえ、彼 はた また まある体系 の外部 にある相対的他 との

関係 を暴力 とは見 な さない(245)。そ れ どころか、 同に よる相対的他 との交渉 は非暴力

をめ ざす運動 です らあ りうる。 なぜ な ら、相対 的他へ の衝 突 は同の体系 の不 完全 さを

あ らわにするが、そ れは同の暴力性 を批判 し、克服す る契機 となるか らであ る(81)。

このように、相対的他 との関係 において は同が 本 質的に持ってい る暴力性 を問い直 す

には至 らない(81)。 か くして、 レヴ ィナスは、彼 の存 在 論批判 を、相 対 的他 との 関係

ではな く、本 質的 に同の運動 の外部 にとどまる絶対 的他 との関係 に定位 させ るこ とに

なる。

レヴ ィナス によれば、あ らゆる体系 の外部 に とどまる絶対的他 を、全体性 の 中で表

象す るこ とは もちろん、他 との接触 あるい は他 の抵抗 を通 して規定 する こと もまた全

体性へ の還元 で あ り、超越 す る他性 に対す る暴 力 となる。 「形而上学 的他 は… 同のあ

らゆる 自発性 、 同のあ らゆ る帝 国主義 に先行す る他性 を持った他 である。 これ は、同

を制 限す る ことの ない他性 を持 った他であ る。 もしも同 を制限す るな らば、[他 を規

定す るこ とを可能 にす る手が か りを他が 同に対 して与 え ることになるので、]他 は厳

密 には他 では あ りえないで あろ う」(28)(45)。 この よう な絶対的他 は上 で見 たような同

のあ り方 を徹 底的 に批 判す るこ とになる。 まず 、この ような絶対 的他 は体 系 とい う意

味 での同の全 体性 の外部 に とどま り、全体 性 による他 の規 定を批判す る(45)。そ して

さ らに、 この ような絶 対的他 は、同の運動 の外 部 を指 し示 し、全体性 のあ らゆる変化
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を も貫 いて一つの全体性 を維持 しようとす る同の 自発性 その もの を揺 るがす ことにな

る。この ように、レヴ ィナス の存在 論批判 は、他 をある全体 性 によって規 定す るこ と

へ と向け られてい るだけで はな く、全体 性 のあ らゆる変化 を も貫い て一つの全体性 を

維持 しようとす る同のあ り方へ も向け られ てい る。

レヴ ィナス はデカ ル トの無限の観念 ②をモ デル として、 この ような絶対 的他 を思惟

す る。 「分離 され、 自分の 自同性 の内 に固定 さ れた存在 である 同、 自我[と い った有

限者]が 、それ に もかかわ らず 、 自分の 自同性 の力 のみ によっ ては内包 する こと も、

受容す る こともで きない もの[無 限]を 自己の 内 に内包 する とい う驚 くべ き事実の う

ちで、無 限の無限 化 は生起 す る」(12)。 そ して さらに、 彼 は無 限の観念 を全 体性の外

部 にと どま りつつ も、全体 性 の起源 をなす もの 、 「体験 の中の体験(Pexperiencepar

excellence)」(10)と 見 なす にいた る。 「[思 考 の]活 動 の内で本質的 な暴力 として炸

裂す る ものは、存在 を内包 しよう とする思考 に対す る存在 の剰余で あ り、無 限の観念

の驚異 で ある。 それ ゆ え、意 識 の受 肉が理 解 され うるの は、観 念 と思念 サ レ タモ ノ

(ideat㎜)と の合致 を超 えて、思念 サ レタモ ノが観念 を溢 れ出る こ と、す なわち 、

無 限の観 念 、が 意識 を動 かす:場合 にのみ で ある。 無 限の表象 で はない無 限の観 念が

[思考 の]活 動性そ の もの を支 えているの であ る」(13)。

確か に、存 在論 を、他 を同へ と次 々 と還元す るこ とで 自己拡張す る還元論 的体 系 と

規定す るな らば、そ の起源 となる絶 対的他 あるい は無 限は存 在論へ と還元 されて しま

うか 、排 除 されて しまうか であ り、他 なる もの と して思惟 され ることはないのであ り、

その意味 では レヴィナスの批判 は正 当な ものZあ る とい うことがで きる。

第二章 倫理による形而上学の具体化

形而上学 は同の根源 的な暴力の所 在 を定位 し、 これを批判 しうる他が どの ような も

の でな くてはな らないか を規定 しているが、 この ような絶対 的他は未だ具体 的な規定

を欠い ている。絶対 的他の現 出を証示 する こと によって、彼 の存 在論批判 と形而上学

とを実質 的な もの とす る必 要が ある。

さて 、レヴィナスによれば 、 「絶対的他 は所 有 されるこ とを拒否 するだ けではな く、

そ れに異議 を唱 える」(27)。 しか るに、 「事 物 は、概 念化 され ると き、[概 念 に対 し

て]降 伏 する」(34)。 したが って、事 物 は同に とっては偶 然的他 で しかな く、やが て
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は同へ と還元 され うる ものであ る。 これに対 して、 この ような異議 は人 間に とって本

質的であ る。 「他 とどの ように関係 していて も、その他 に対 して 自己 を維持 し、 自己

の 自律 状態(autarcie)を 確 保す るこ と、 これが 自由の定義 であ る」(37)。 人 間は本 質

的 に体系 に還元 され えない(71)。

そ して'、レヴ ィナス は体系 へ の還 元 を拒 む他 の人間の現 出の仕方 を顔(visage)と

規定す る。他 者 もまた存 在者 である 以上、何 らか の形象(image)を 持つ もの として

開示 され る。だが、 この開示 は同の全体性 に依 拠 して遂行 されるため、 同へ の還 元で

しかない 、と彼 は考 える。 「形象 は、造形 的形象 を形成 し、形象 の現出 を常 に裏 切 っ

て しまう。形象 は 同 に適合的 である ため、他 の外部性 を放棄 して しま う」(61)。 しか

し同時 に、他者 は同の全体性 に還元 されえない もの と して も現 出する。 「顔 は生 きた

現 前であ り、表 出 である。表 出の生 の本質 は形象 を破 壊 する ことにあ る」(61)。 「顔

は内包 され るのを拒 否す る中で現前す る。 この ような意味で 、顔 は理解 され えず 、包

含 されえない」(211)。 この ように他 者は形象の 開示 とその破 壊 とい う両義 性と して現

出する(43)。 か くして、 レヴ ィナス は他者 を絶対 的他 と見 なす。 「他 者はあ らゆ る支

配 の外 部 にと どま る。…他で ある限 りでの他が他者 で ある」(67)。 する と、形而上 学

は超越 的 な他者 との関係 と しての倫理 とな り、 これが存 在論の暴力 を批判 す るこ とに

なる。 「形而上学 は倫 理的 関係 の内 で遂行 され る」(77)。

レヴ ィナス は以上 の ように、他 者が絶対 的他 である ことを示す こ とに よっ て、形 而

上学 を実質化す る。その限 りでは、倫理 は形而 上学 と同一で あ り、形 而上 学 にお ける

同へ の批判 を反復す るだ けのはずであ る。 しか し、以上の ような顔 の分析 はすで に絶

対 的他 の規定 に還元 され えない内容 を含 んでい る。すなわち 、顔 は形象 の破壊で ある

と同時に破壊すべ き形象 の現 出で もあ り、他者 の具体 的な要求 を自己に伝 達す る(第

四章参照)。 これに対応 して、倫 理 にお ける同 の暴力 、倫理的 関係 の分析 も形而上 学

に還元 され えない内容 を持つ に至 る。 まず 、以下 においてその分析 内容を示 し、第 三

章 で形 而上学 と倫理 との乖離 を見 る ことにす る 。

以上 の分析 に従 えば、同の暴力 は全体性 の外 部 に とどまる他の主観 に対 して加 え ら

れ,るとい うことになる。 「暴力が狙 うことが で きるのは、私の権力 の領域 の うち に組

み込 まれてい るに もかかわ らず 、それ 自身無 限 である ような現前だ けである。す なわ

ち、暴力 が狙 うこ とがで きるのは、顔だけである」(249)(245)。 さて、主観 にとっ て本

質 的なのは全 体性 に還元 され えない内面性 を保 つ ことであ り、そ れが事物 か ら主観 を
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区別する もの である(49)(122)。 す ると、 その内面性 を維持 しえ な くする ことが暴力 で

ある とい うこ とに なる(10)。 そ れ には様 々な可 能性 が考 えられ るが 、 レヴ ィナ スは

「レ トリックの暴力 」 を最大 の暴力 と見 なす 。 「レ トリック(プ ロパ ガ ンダ 、追従 、

外 交辞令 など)に 固有 な本 質は他者 の 自由 を買収するこ とにあ る。そのため 、レトリッ

クは暴力 の最 た る もの、す なわち、不 正であ る」(67)。 しか し、 レ トリ ックは他者 を

事物 として取 り扱 うわ けではない。 「なぜ な ら、 レ トリックは依 然 として言説であ り、

あらゆ る策略 を用 いて レ トリックは他者へ と赴 き、他者 の承 諾 を懇願するか らであ る」

(67)。この暴力 が行使 され るの は 自由 に対 してのみであ る(67)。 したが って 、 この暴力

は他者 が 自由であ り、事物 のようにそ の属性 のみ に還元 しえない こと を了解 してお り、

か つ、この 自由 を考慮 に入 れている。 しか し、 「レ トリックは 自由へ とカテ ゴリーを

適用す る ことが で きる。 レ トリックは 自由を一 つの本 質 と見な している ように思 われ

る」(67)。 す なわち、 もしこの 自由を説得 し、他者の承 諾 を得 る ことがで きるな らば、

そ の:場合 には、他者 をその ような存 在者 と して全体性へ と還元 し、そ の ように取 り扱

うこ とが で きる 、つ ま り、 自由を買 収す ることが で きる と考 え るの である。 しか し、

自由 と本 質は相互背反 的であ り、 「自由はま さ に自由であるがゆえ に買収 され えない」

(67)。 この ように他の 人 間の自発性 を利 用 しつ つ、彼 を操 作 す ることが 「レ トリック

の暴力」 なのであ る。

他者 は同の外 部 にと どま る顔 と して現 出 し、 以上の ような全 体性 へ の還元 が暴 力で

あ ると告発す る。 「私 たちは、他者 の現 前 によ って私の 自発性 が この ように問い に付

されるこ とを、倫理 と呼 ぶ。他者の異 他性(etrangete)と は他者 を 自己へ、私 の思惟 、

私の所有へ と還元 しえない とい うこ とであるが 、 この異他性 は、私の 自発性 を問い に

付す こと、つ ま り、倫理 と して生起 す る」(33)。 そ して、この告発 は還元論 的体系 に

よる開示 とは別 の次元 の現 出 を認め る よう要求 する。そ して、 この ような他者 の要 求

を 自己 は無視 しえ ない(73,220)。 とい うの も、他 者 を受 け入 れる ことにお いてのみ 、

自己は本来の 自己 となるこ とがで きるか らであ る。 「他者へ と接 近す ることにおいて

のみ、私 は自分 自身 に臨在 する。…私が 受け入 れる顔 はこれ[全 体性]と は別 の意 味

で、私 を現象 か ら存 在へ と移 行 させ る。言 説に おいて、私 は他者 の問いか けにさ らさ

れる。そ して、私 は緊急 にこれ に返答せ ねばな らない。… このこ とに よって 、私 は責

任性 として生 み出 され る。責任 ある もの として私 は私 の究極的 な現 実性 へ と連 れ戻 さ

れる」(194)。 「この ような[他 者 の顔の]現 前 は私 の 自由 を傷つ けるかわ りに、私 の
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自由に責任 を喚起 し、私 の 自由 を創 立する」(222)。 ここにおいて、 同は倫 理的 同へ と

変容す るこ とにな る(第 四章参照)。

自己 は他者 に直面す る ことによって、 自己の 世界 の外 部 にさらされ、それ を引 き受

け ることを要求 され るが 、 これ は、単 に他者の 個 々の要 求に応答す るこ とで はない。

なぜな らば、他 者の顔 は同 に還元 されえない もの 、比較 を絶 した高み として現出す る

か らで ある。 これ と比較 すれ ば、 いかなる応答 もまた不 十分 なので ある。それ ゆえ、

自己 は他 者の発 語 の解 釈 を常 に新 た な仕 方 で捉 え直す こ とを要 求 され る ことに なる

(99)。従 って 、 レヴ ィナス は、他 者へ の責任 は定言命 法 の ように形式 的 な もので はな

い と し、その ことを 「無 限の責任」 とい う概念 を用い て表現 してい る。す なわち、他

者 は具体 的な もの と して 自己 に要求 を突 き付 けつつ も、絶対 的な他者 として具体的 な

交渉関係 の外部 にとどま り、他者へ 向けて無限 にi接近す る ことを自己 に要 求する。 そ

して、 自己は、形象 とその破 壊 と して矛盾 的 な仕方 で現 出する他者の顔 に直面 して、

具体的 な責任 に応 えてゆ く中で、次 第に重 くな ってい く 「無 限の責任」 に直面す る。

つ ま り、一方 では他者 の具体 的 な要求 に応 えつ つ も、それに とどまるこ とな く、他者

との具体的 な交渉関係 を問い直 し続 ける ように なる。 自己は この ように無 限の責任 を

負 うこ とに自己同一性 を発 見す るに至 る。

確 か に、レヴ ィナス 自身は、倫理 を形 而上学 の具体化 と見な し、両者 を特 に区別 し

て はい ない。 しか し、以上 におい て示 した よう に、両者 を用 語 によって形 式上分離す

る ことが可 能であ るに とどまらず 、倫理 は形而 上学 に還元 しえ ない分析 を提示 してい

る。つ ま り、形 而上学 と異 な って 、倫理 は他者 の現 出のあ り方、同 に よる他 者への暴

力のあ り方 を具 体的 に規 定 してお り、それ に基 づい て、その暴 力 を避 ける関係の可能

性 をも提示 してい る。 この ような違 いに、すで に形而上学 に よる同の批判 と倫 理 に よ

る他者 との関係 とい う二 つのモチ ーフの乖離が 現 れている。

第三章 形而上学と倫理の乖離

形而上学 の規 定 によれば、絶対的他 は本 質的 に同の外 部に とどま り、同が他 を規定

す ることは本 質的 に暴力 的 となるのであった。 レヴィナスに よれば 、絶対 的他た る無

限の内容 とは有 限者が 内包 しえない ものがその外 部 にある とい う一点 にあるのであ る。

「思念サ レタモ ノ[無 限]と 観念 を分離 す る距 離が ここでは思念サ レタモノの内容 と
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なる」(41)。 そ して 、レヴ ィナス は他者 を絶 対 的他 と見 な し、倫理 を形而上学 の具体

化 である と していた。そ れゆえ、彼 は他者 との具体 的交渉関係 をただち に他者へ の暴

力 である と見 な し、倫理か ら他 者 との具体 的交渉 関係 を排除せ ざるをえな くなる。

「他者 は さ しあた り事実 ではな く、 また 、障害 で もな く、私 を死 の危 機 に脅かす ので

もない」(82)。 「形而上 学は触 れる ことな く[他 者 に]接 近する」(111)。 これに とも

なって、倫理 は 「コンテクス トを欠いた意 味」(8)と な り、常 に点 的なあ り方 をす るこ

とになる 。 「倫 理 はあ る光学(optique)で あ る。 しか し、 そ れ はイマ ー ジュ な き

「ヴ ィジ ョン」 である。 このヴ ィジ ョンか らは傭鰍 的 に見て客観化 し、全 体化す る力

が奪 われてい る」(8)。確 か に、絶対 的他 と しての他者 は、あ らゆる ものを全 体性へ と

還 元 しうるとす る同の あ り方 を揺るが し、批判 的原 理 と して機 能す る。 しか し、倫理

は他者 を規定す る ことを拒 むため、他者 との関係 である倫理 は具体性 を失い 、形式 的

な もの になっ て しま う。

まず、 この よ うな形而上学 は、顔の現 出す ら不可 能 に して しまう。なぜ な ら、顔 は

形象 の破壊 と して現 出す るのであ るが、 それは破壊 されるべ き形象 を他な らぬ他者 の

形象 と して認 める ことを前提 とするか らである 。そ して、顔の現 出が不 可能 となるの

に ともな って 、絶対 的 な他者 との関係 を具体 的 に思惟 する こと、つま り、具体的 な存

在 者 と して規定 される ことを拒 む他者の要求 に具体 的 に応 えつ つ、他 者 との交渉 関係

を問い直 し続 ける ことがで きな くな り、無 限の責任 が不 可能 となって しまう。

また、倫理的 関係 か ら他者 の具体 的現 出が排 除 されるため、倫理 的関係 は 自律 的な

もの とな る。つ ま り、 自己 の側 か らの他者へ の 一方的な超越 となって しまう。他者 に

よる、真理への導 きを喪失す るな らば、形而上 学 的欲 望の軌跡 はい きあた りばった り

な運動 とな り(22)、 自己満足 となって しま う。そ して 、 この よ うな超越 は同 と他 の峻

別 を可 能 とす る存在 理解(例 えば、事物 と人間 の区別)を 前提 と しているが、 この 自

律化 とともに、 この存 在理解が 固定化 されるこ とになる。峻別 は倫理 の存 在論化 をま

ね く。そ して 、この ような倫理 の存 在論化 はレ ヴ ィナスの存 在論批判 に形 式的困難 を

もた らす。す なわち、 レヴィナスは倫理 に よっ て存在論 を批判 し、倫 理 と存 在論 を逆

転 しようとす るのであ った 。 しか し、存在論 と倫理 の峻別は、そ の峻 別を可能 とす る

存在論 を固定化 して しまう。 これは、倫理 に よる、存在 論の批判 とい う当初の課題 に

矛盾 して しまう。そ して さ らに、 この ような自律 的、固定的、形式 的な倫 理 こそ む し

ろ主観 的であ り、暴力 的なの では ないか、 という疑 問 も生 じる こと になる(3J。結局 、
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形而上学 は倫理 を存 在論化 し、暴 力 にす ら変え て しまい かねない。

そ して、倫理 的行 為の空疎化 は批判そ の もの の存立 を脅か す ことになって しまう。

すなわち、 同が他 者の あるが ままの現 出を受容 する と して も、結 局 は他 を全体性 か ら

規定 してい るのであ り、同に よる他 の暴力的還 元 と何 ら変 わ りが ない とい うことになっ

て しま う。た とえ同の内部 において形式上 、他 の形而上学的現 出 と存 在論的現 出 とを

区別 する ことが で き、そ れに基 づい て、 同が、全体性 に還元 されえない他の あ り方 を

承認 する に して も、他 者 との具体 的 な交渉 関係 において は、他者 を全 体性 にお いて規

定する ことを免 れない。具体 的な交渉関係 の背 後 に必 ず 同の全体性 を見出す こ とがで

きるか らであ る。 したが って、形 而上学 に依拠 した と して も、同は暴 力な しに他 と交

渉 関係 を結 ぶ ことはで きない こ とに なる。結局 、形而 上学は倫理 的行為 と暴力 的行為

を実質 的に区別す る ことがで きず 、全 体性 の暴 力 に対 す る具体的 な批判 です ら暴力 と

見 なす こ とにな って しまいか ねない。 ここに、 レヴ ィナスの暴力批判 のアポ リアが あ

る。 あ らゆる暴 力 を忌避 す るため、かえ って、暴力 を防 ぐことが で きな くなって しま

うの である。

第四章 倫理の可能性の条件

第三章 にお いて見た ように、形而上学 は、他 者 を具体 的に規定す るこ とを暴 力 と見

な し、 これを排 除す るため、倫理 を不可 能 に して しまう。それゆ え、顔 の現 出や無 限

の責任の可能性 の条件 を検 討す るこ とが必要 とな る。以下 では、倫理が まず同 にお け

る開示 を、そ して さ らに同の再帰的構造 を前提 と して いるこ とを示す。 その上で、倫

理の可能性の条件 となる同の構 造 を提示 する こ とにす る。

第二章 で見 た ように、顔 の現出が無 限の責任 の前提 となっていた。そ れゆえ、顔の

現 出の可能性 の条件 を考察 する ことか らは じめ る。 まず 、顔が 顔 と して現 出する とい

うことは、顔が ある特定の形象 と して開示 され ている こ とを前 提 とす る。破壊 すべ き

形象 を欠いて いては顔 は顔 た りえ ない。顔 の現 出 は形象の 開示 を前提 とす る。そ して

さらに、 この形象 を通 して開示 され る存在者 は この形相 を拒否 する ことで ほかな らぬ

顔 として現出す るので あるが 、 これ は 「この存 在 者 を顔 と して見 なす」 とい う存 在理

解 を伴 ってい る。 この存在理解 は、全体性 か らの他 者の超越 についての理解 、事物 と

人間 との間の存在論 的 な差異 の理 解 とか らま りあってい る。 これ らの存 在理解 は他 者

一31一



の現出か ら導 出 された推論 で はな く、逆 に、様 々 な現 出を導 く一種 の アプ リオ リと し

て機能 してい る。顔の現 出は これ らの存在 理解 をも前提 とす る。以上の ような様 々 な

水 準での 開示が顔 の現 出の可 能性の条件 となっ ている。 開示 は一方で は暴力 の源 泉で

あるが、他方 では他 者の現 出の可能性の条件 で もある。

さて、形而上学 に よれば、全体 性の あ らゆる変化 を貫い て一 つの全 体性 を形成 しよ

うとす る 同の運動 は絶対的他 に対す る端 的な暴力 であった 。 しか し、だか らとい って、

レヴ ィナスの ように、 コ ミュニケー シ ョンを 「接触 な き関係」 である と考 え、他者 を

規 定する ような関係 を コミュニケー シ ョンか ら排 除するな らば、倫理 的関係 を疎外 し

て しま うことになる。 したが って、同 による、他者 の規 定が暴力的 である ことをまぬ

が れ られない に して も、そ の暴力性 を批判 し、 それを撤 回す ることまで倫 理か ら排 除

してはな らない。 そ して、そ れは、他者 との具 体 的な関係 に基づい てのみ、可能 とな

る。

他者 の顔 は、形象 を通 して何 かを開示 しつつ も、同時にそれ を否認 する とい うあ り

方 を していた。そ して、他者の他者性 の現 出が 可能 となるのは、 この ような矛盾 しあ

う諸現 出を、個 々の全体性 へ と還元 しえない もの と して、個 々の全 体性 を包括 す る場

に位置づける ことに よってのみ である。 この ように、他者性 の現出 は個々 の全体 性 と、

そ れらの 間の矛 盾が可 能 とな る場 との水準 の区 別 を前提 としている。 この 区別におい

て、あ る全体性 による特 定の開示が暴力 であ る に して も、そこ にとどまるこ とな く、

他者の矛盾 的現 出 に依拠 して、その 開示 を反省 す ることが可 能 となる。他者 は 自己 に

現れてい るが ままの他者 ではない。 しか しなが ら、他者の現 出は 「自己の」幻想 で も

な く、依然 と して 「他者 の」 現出で ある。 この 点 に依 拠 して 、他者 の開示 をその まま

の仕 方で受 け取 るので はな く、つ ま り、直 ちに全体性 へ と還元す るのでは な く、一方

で他者の形象 を受け入れつ つ も、その形象 に対 する拒 否 をも受 け入 れ、先の受 け入 れ

を可能 に した全体性 を問い直 し、 「本来 の他者 」 を全 体の 中で考慮 する立場が 開かれ

るQ

だが、 レヴィナスは以上の ような立場 もまだ 、暴力 的であ る と見 な していた。確 か

に、この ような他者 の探求 は非暴 力の試み の開始 であ りうるが 、完 了ではない(そ も

そ もこの:場合 、完 了な どあ りえない)。 問 い直 しの活動 を放棄 し、他者 の承認 を得 ら

れた と考 える と き、それ は全体性へ の開示へ と転 落 し、暴 力 に転化 して しまう。 もし

も、他者 を 「本来 の他 者」 なる ものへ と還元す るな らば、それ は他者 を事物 と見 なす
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ことにな って しまう。 それ こそ レ トリックの暴 力 にほか な らない。他者 を絶 対的他 と

見な し、これ に関わるこ とは、他 者 を相対的他へ と還元するこ とであ ってはな らない。

他者 は具体 的な交渉 関係 の中で具体 的な もの と して現 出 し、かつ、 同に よる様々 な規

定 を暴力 として告発す るが 、 同時 に、絶 対的 な他 と して、常 にこの交渉 関係 か ら抜 け

出て、この交渉関係へ と還元 される こと(相 対 的他 と見 な され るこ と)を 拒む。す る

と、他者 との倫 理的 関係 は、 この ように して他 者が突 き付 け る無 限の責任 をあるが ま

まに引 き受け ること とな る。す なわち、他者 と具体 的な交渉 関係 を結 びつつ も、他 者

をその関係へ と還元 する ことな く、む しろ、そ の関係 を可能 な らしめてい る諸全体 性

を問い直す ことで、暴 力性 を撤 回 し続 ける こ ととなる(4j。形而 上学 によれ ば 、全体性

を統合 してゆ く同の働 きが暴力 の最 た る もので あった。 しか し、無 限の責任へ の応 答

は、他 を開示す る諸全 体性へ と同が再帰 的に関係 す るこ とを前 提 とす る。 同の統合す

る運動は暴力 の源 泉で あったが、 同時 に これは倫 理の可 能性 の条件 で もあるのだ。

さ しあた り、同は全体性 の変化 を貫 く同一性 を統合の 中心 としてい た。 この ような

同の様態 をレヴ ィナス は暴力 的で ある と批 判 していた。 しか し、 同は他 に出会 うこ と

で 、根本 的に変容す る。 ここで 同が依拠 す るの はある全体性 の 自己 同一性 で も、全体

性の変化 をつ らぬ く同一性 で もな く、他者か ら責任 を問われてい る とい う一点 に基づ

く同一性 である。す なわち、他者 は、全体性 の 中である形象 と して、 しか し同時 に、

そ の全体性 に還元 されえない もの として、そ して さらに、絶対 的な他 者 と して、現 出

す る。 この ような他 者 に直面す る とき、 同はこ れ らの現 出が依拠 する諸全 体性 の矛盾

的並立 が可能 となる場 にさ らされ、 これをわが もの と して 引 き受 けざる をえ な くなる。

す る と、 同は、他者 自身に よる形象 の拒否 ゆえ に、他者の形象 の開示 に対 して批 判的

となるが、他者 の絶 対的外部性 ゆ えに、批判 的検 討の 中で生起 して くる新 たな形象 へ

と他者 を還元す る こと もで きず、 さ らに他 者へ と無限 に接近 していか な くてはな らな

くなる。 ここで、他 者へ の同の関 わ りは、単 に無限の観念 をは らむ とい った ことにと

どまるの ではな く、様 々な仕 方でか らみあ った 諸全体性 とそれ らの 間に現 れる矛盾 と

の間 に限 りな く繰 り広 げ られ る相互干渉 の過程 となる。(こ の過程 は レヴ ィナスが批

判 してい る 「中立的 な もの(leneutre)」 と しての 「歴史(histoire)」 では な く、他

者 にさ らされた私の歴 史であ り、そ こか ら私 は逃 れ去 る ことはで きない。)こ の よう

な過程 は、一方で は諸全体 性の統合 であるが、 他方 では同の内で他 を個 々の全体性 に

は還元 されえない もの と して あ らしめる唯一 の様式 であ る。 ここにおいて、存在論 と
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倫 理(内 在 と超越)が 結 び付 け られる。 この よ うな同の構造 は暴力 と倫理 の彼岸 にあ

る。つ ま り、 この ような次元 を存 在論 も倫 理 も超 える こ とはで きず、反対 にこれを前

提 としてい る。同は、一方 では固定化 して暴 力 となる危険 をは らんでい るが 、他 方で

は、倫 理の可能性 の条件 で もある。

終章 形而上学から倫理へ

他者 は顔 と して、す なわ ち、形象 とその破壊 として現出す る。これは同 にとっては

端 的な矛盾で ある。 ここで 、形而 上学 は形象 を拒否 する他者 を同の外 部 にとどまる絶

対 的他 と見な し、この現出 を全体性 による開示 か ら峻別 する ことによって、 この矛盾

を解消 しようとす る。倫 理 は形而上 学の具体化 となるはずであ った 。 ここで、 レヴィ

ナスは、存在 論 を自己拡張す る還元 論的体系へ と還元 し、その内部 と外部 を区別す る

こ とに よって、存在論 と倫理 を峻別 する。 しか し、他者 は全 体性 に還元 され えない に

して も、その現出 は同の存 在理解 や全体 性 よる 開示 を前提 としていた 。同におけ る現

出は、 同が他 か ら分離 されてい る以上、全体性 の 内に とどまる事物の現 出であれ、他

者 の表 出であれ、存在 理解 に依拠せ ざる をえないの である。絶対的他 たる他者 とい え

ど もや は り諸全 体性 との関係 にお いてのみ現 出 しうるのである。 とはいえ、同か らの

他 の超越が消 滅す るわけでは な く、他者 の矛盾 的 な現 出は依然 として外部性 を指示 し

てい る働。同 はこの ような 「内部 にお け る超越 」 という矛盾 に媒介 す る ものな しにさ

らされているので あり、もはや存 在論 と倫理 の峻別は不可能 である 。か くして 、レヴィ

ナスの形而上学 の問題点 は存 在論 を自己拡 張す る還元論 的体系へ と還元 し、これ を倫

理か ら排除 して しまった点 にあ る。 そのため に、他者や倫理 を可 能な ら しめ る もの を

根 こぎに して しまった のである。

同は他 を内包 しえない とい う点 では 、暴 力の源泉たるを免れえない。 しか し同時に、

同が他者の矛盾 的現出 を自分 自身の あ り方 として受容 す ると き、同は倫 理の可能性 の

条件 と して機能 する ことになる。結局、他 をは らみつつ、暴力 を振 る う中で しか 、倫

理は成立 しない 。 「実際 、同が他 に再 び結 びつ くことがで きるのは、全 くの安全 の内

で 自存 す るの ではな く、真理 を探 求す るとい う失敗 や危 険 を犯す場合 のみであ る。 …

確 かに、承認 されず存 在す る内面 性 は罰せ られ る ことの ない あ らゆる罪の起 こ りうる

可能性 であ る。 しか し、 この可 能性 は内面性 の代償 であ る。つ ま り、分離 の代償 であ
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る。内面 的な生、 自己、分離 は根 こ ぎその もの で あ り、非融合 で あ り、誤 謬 と真理 の

両義 的な可能性 であ る」(SSf.)(245)。

[註釈]

(1)『 全体性 と無限」 か らの引用 は`ｰTotaliteetInfini.EssaisBurl'exteriorite",

LeLIVREdePC)CHE,H-uwerAcademic.の ページづ けで表示 す る。

(2)絶 対 的他 の現 出は矛盾 をは らんでい る。す なわ ち、絶対的他が 同か ら超越 してい

るな らば、 これは同の内 には現 出 しえない し、反対 に同の内 に現 出す るな らば、

それは絶 対的他 では もはやないのであ る。 か く して、 この ような絶 対的他 は同の

内において は矛盾 として のみ可 能であ る。無 限 は 「無限の観念」 とい う無 限な ら

ざる もの と してのみ現出 しうるので ある。

(3)例 えば、他者が 自身 を具体 的な人間 と して規 定す る ことを要求 し、抽象的 な無 限

としての規定 を拒 否す る:場合 が考え られるが、表 出 と開示 を峻別 する立:場か らは

この ような可能性 は排 除 されて しまう。

(4)レ ヴ ィナス はむ しろ 「全体性 と無限』の後 、特 に 『存 在す るとは別の仕方 で』 に

お いて 「取 り消 す(dedire)」 こ とを主題化 している(16)。

(5)こ の ような解釈 は同 と他 の間の超越 を破壊 する ので はないか 、 とい う疑問が生 じ

るか もしれ ない 。それ は超越 を どの ように理解 するか による。まず、形而上学 的

超越(無 限 と無 限の観念 の関係)を モ デル として考 える限 りでは、 この ような同

の規 定は超越 を破 壊 して しまってい る。 同は他 の形象 をまが りな りにも全体性 の

内で受け取 るか らであ る。 しか し、第三章 で見 た ように、この超越概 念 は他者 と

の関係 を破壊 し、倫理 を不可 能 に して しまい、 その意味 では倫理 とい うレヴ ィナ

スの根本 的モチ ー フに反 して しまう。無 限 との 関係 とい う比喩 は、他者 との関係

を思惟 させ るた め に役立 ち うるが、比喩が本体 を規定す る ようになる と した ら、

それは行 きす ぎなので ある。 これ に対 して、超越 を倫理的 に形象 を与 えつ つ も、

そ こか ら逃 れ去 る他者 との関係 と して考 える限 りで は、 同は他者 か ら分離 された

ま まであ る。それ ゆえ、他 をは らむ全体性 は他 を匿名の全体性 の支配 に委 ねる こ

とではない 。この ように完全 な分離 と融合 との 中間 に置か れているが ゆえに、倫

理 は誤謬(暴 力)の 可能性 をは らむ こ とにな る。倫理 は形而上学 の ように無垢 で

はあ りえないが 、融合 に至 ってい るわけでは ないの であ る。

〔仏教大学 非常勤講師〕
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La Structure du Meme ethique dans <Totalite et Infini> 

                                     Hideki MORI

 Dans son ouvrage principal «Totalite et Infini> , Levinas critique 1'ontologie en la 

considerant comme une violence contre 1'Autre, car l'ontologie le reduit a un systeme 

etranger a lui-meme. Il essaie done de vaincre 1' ontologie sur les fondements de la 

metaphysique qui se rapporte directement a I'Autre absolu. Levinas considere 1'Autrui 

comme I'Autre absolu et essaie de concretiser la metaphysique comme 1'ethique. Mais la 

metaphysique qui tente de vaincre 1'ontologie doit exclure celle-ci de rapports avec I'Autre 

et meme alien des rapports concrets avec 1'Autrui, car ces rapports doivent s'appuyer sur 

l'ontologie. Bien que l'ontologie soit la source de violences, elle est simultanement la 

condition pour les rapports possibles avec l'Autrui. En consequence, on n'accomplit des 

rapports ethiques avec 1'Autrui pas sur les fondements de la metaphysique qui exclut 

1'ontologie mail que par le sejour dans 1'ontologie, en lenifiant les violences inevitables. 

L' ethique n' est possible qu' avec le risque de violences.
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